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内 容 

（会長あいさつ） 

5月12日の会議で答申の額の案を決めたが、額を精査したところ不都合が生

じるので本日第3回の審議会を開催し、再協議を行ないたい。 

1点目、三役のうち収入役・教育長の給与が、年額で課長より下がること。

人事院勧告による地域給が導入されても、早くても12月議会1月施行が通例で

あるが、確定的なことではなく答申案どおりだと年額で下回ることとなる。

2点目、助役、収入役が9月30日任期満了となり新しく任用する場合、報酬

額が低すぎるため支障がでるのではないか。 

人件費を13億から11億に20年度まで15％減、今年だけで一気に引き下げる

のは厳しいのでは､2回に分けて減額するようにして急激な変化をしないよう

特別職も生活給であるため、考慮してもう一度審議していただき答申案を今

日作成してこれで終わりとしたいので皆さんの活発な意見をお願いしたい。

前回5月12日に仮決定した特別職の報酬額改定(別紙のとおり)の状況につい

て越智課長から資料説明。 

 

≪委員審議≫ 

(会長) 収入役・教育長の給与について資料にあるとおり年額で逆転現象が

生じている。9月 30 日任期満了後の次の選考に問題が生じるので前

の額をもう一度検討願いたい。人件費は 20 年度まで 15％削減する

予定なのでまだ4年あるので2回に分けると7.5％多くて8％ぐらい

ではないかと思う。一気に下げようと思っていたが段階を経て引き

下げることとしたい。委員皆さんの意見を求めます。 

(太田委員) 課長より低くなることはまずいのではないか。 

(伊藤委員) 勤勉手当分の 1.4 月を下げると必ず課長より低くなる。 

(会長) 1.4 にしなくても 3.なにがしにしても条例で定めることなので可能

である。 

(太田委員) 課長と特別職の給与逆転は通常ありえない。特別な事情がない

限り。 

(北川委員) 3.5 月にしたらどうなるのか。 



(事務局) 年間 280,000 円増えて課長より 90,000 円上回る程度。 

報酬額の試算をケースごとに求められたため次のとおり回答する。

収入役・教育長据置の 565,000 円で 3.4 月の場合△6.00％、111,000

円上回る。565,000 円で 3.5 月の場合△5.40％、167,500 円上回る。

560,000 円で 3.5 月の場合△6.22％ 

町長 740,000円で3.5月の場合△9.11％、 

770,000円で3.5月の場合△5.45％、 

750,000円で3.5月の場合△7.89％ 

助役 620,000円で3.5月の場合△6.89％ 

議員については月額を据置したらすべて△5.49％となる。 

 

(会長) 8％ぐらい下げることでどうでしょうか。 

(赤川委員) 15%の半分でいいのでは。 

(会長) 期末手当 3.5 月にすると町長 △7.89％ 助役△6.89 ％収入役・教

育長△5.40％、議員は△5.49％となる。 

(太田委員) これでいいのでは。 

(伊藤委員) これが妥当だと思う。 

(青山委員･富山委員･赤川委員･菊池委員) 数字合わせなのでいじれない。 

(北川委員) やむを得ない 

(他委員も同意) 

(会長) 町長 750,000、助役 620,000 とし、収入役 565,000、議長 275,000、

副議長 205,000 委員長 185,000、議員 170,000 の据置きとし、期末

手当 4.4 月を 3.5 月とし支給するよう決めさせていただく。 

今回は、メインに期末手当を見直しした。19 年に再度審議会を開催

し、経済状況、行政改革の推進の取り組みを見た上で決めていきた

い。 

 

（休憩） 

 

(会長) 答申書案ができたので朗読説明願いたい。 

(事務局) 別紙答申書を朗読し説明 

(会長) 内容についてこれでよろしいでしょうか。これでよければ、各委員

の印を押印願います。明日 31 日 8 時 30 分に会長代理の寄谷さんと

審議会を代表して町長へ答申します。 

妥当な答申案になったと思います。町民の皆さんからはもう少し切

り込んだらとの意見があるかもしれませんが、町の規模などがあり、

課長を上回る報酬額になるという不文律があるため皆さんにご足労

をおかけしました。 

 

 


